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◆ 反射材用品等の着用推進や安全な横断方法の実践等による歩行者の交通事故防止

◆ 夕暮れ時以降の早めのライト点灯やハイビームの活用促進と飲酒運転等の根絶

◆ 自転車・特定小型原動機付自転車利用時のヘルメット着用と交通ルール遵守の徹底
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令和６年９月21日（土）～９月30日（月）までの10日間
《交通事故死ゼロを目指す日 ９月30日（月）》
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トラックは生活と経済のライフライン

京都府トラック協会は、SDGsの目標達成に
向け「追突事故や交差点事故の削減、信号機
のない横断歩道における一旦停止の推進」等
を実現させるための交通事故防止対策事業や
環境・労務対策事業等の様々な活動に
取り組んでいます！！

広告

◆　自転車の利用者は、
●　ヘルメット着用の努力義務化を踏まえて、ヘルメットを着用しましょう。
●　イヤホン等の使用や、スマートフォン等を操作しながら運転する
「ながら運転」は絶対にやめましょう。

◆　特定小型原動機付自転車の利用者は、
●　交通ルールを遵守し、交通事故防止に努めるとともに、交通事故発
生時の被害軽減のため、ヘルメッ
トを着用しましょう。

●　定格出力や車体の大きさ等の
基準を満たさないものは、形状
が電動キックボード等であって
も特定小型原動機付自転車には
なりませんので、自身の運転す
る車両の区分をしっかりと確認
しましょう。

◆　事業所等は、
●　通勤や業務での自転車利用
者にヘルメットを着用させるとと
もに、必ず自転車損害保険等に
も加入させましょう。

反射材用品等の着用推進や安全な横断方法の実践等による歩行者の交通事故防止

夕暮れ時以降の早めのライト点灯やハイビームの活用促進と飲酒運転等の根絶

自転車・特定小型原動機付自転車利用時のヘルメット着用と交通ルール遵守の徹底

◆　歩行者は、
●　夕暮れ時や夜間の外出時には、暗い中でも目立つよう、明るい色の服装を心掛け、
持ち物等に反射材用品を取り付けましょう。

●　歩行者等横断禁止場所での横断、斜め横断はやめましょう。
●　歩行中にスマートフォンを操作するなど、注意力が散漫になる行為はやめましょう。

◆　家庭では、
●　信号機のある横断歩道では、その信号に従い、安全を確認してから横断を始め、
信号機のない横断歩道では、運転者に対して横断する意思を明確に伝え、安全を確
認してから横断する「合図横断」をこどもに指導しましょう。

◆　運転者は、
●　夕暮れ時における前照灯の早めの点灯を励行しましょう。
●　対向車や先行車がない場合は原則ハイビームを活用し、対向車や先行車がある場合はロービームに切り替
えるなど、前照灯の切り替えをこまめに行いましょう。

●　お酒に強い、弱いにかかわらず、お酒を飲めば必ず運転操作等に影響を及ぼすので、「このくらいは大丈夫」
「少しの距離だから」という考えを捨て、飲酒運転は絶対にやめましょう。

◆　事業者等は、
●　従業員への夕暮れ時と夜間の運転時の注意喚起を行いましょう。
●　運転者に対するアルコール検知器を用いた酒気帯びの有無の確認等、業務に
使用する自動車の使用者等における義務を遵守しましょう。

●　飲食店等における運転者への酒類提供禁止の徹底や、ハンドルキーパー運動
の促進など飲酒運転根絶への取組を推進しましょう。


